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特
別
徴
収
と
は
、
給
与
支
払
者

で
あ
る
事
業
主
が
、
毎
月
の
給
与

の
支
払
い
を
す
る
際
に
、
従
業
員

の
個
人
市
・
県
民
税
を
給
与
天
引

き
（
特
別
徴
収
）
し
て
、
翌
月
の

◇特別徴収…事業主が従業員の給与から税額を天引きし、従業員の住所がある市町村に納める方法
◇普通徴収…個人が納付書や口座引き落としで納める方法

従
業
員
の
個
人
市
・
県
民
税
は
、給
与
天
引
き
で

平
成
27
年
度
か
ら
県
内
全
市
町
一
斉
に
完
全
実
施
し
ま
す

　
事
業
主
は
原
則
、
法
人
・
個
人
を
問
わ
ず
、
雇
用
し
て
い
る
全
て
の
従
業
員
の
個
人
市
・

県
民
税
を
特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
）
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
平
成
27
年
度

か
ら
、
県
内
全
市
町
一
斉
に
、
特
別
徴
収
を
完
全
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
、
本
市
で
は
完

全
実
施
に
向
け
て
段
階
的
に
取
り
組
み
ま
す
。

特
別
徴
収
は

事
業
主
の

義
務
で
す

市
・
県
民
税
は

会
社
が

納
め
と
く
よ

特
別
徴
収
な
ら

納
め
忘
れ
が

な
く
て
安
心
だ

特別徴収の仕組み

従
業
員
の
個
人
市
・
県
民
税
は
給
与

か
ら
天
引
き
し
事
業
主
が
納
入
を

①給与支払報告書の
　提出（１月末まで）

②税額を計算して特
　別徴収税額の通知
　（５月中旬）

⑤税額の納入
　（翌月10日まで）

③特別徴収税額の
　通知

④給与支払の際、
　税額の天引き
　（６月から翌年
　５月まで毎月
　12回）

10
日
ま
で
に
市
へ
納
入
す
る
制
度

で
、
地
方
税
法
な
ら
び
に
条
例
で

事
業
主
の
義
務
と
し
て
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
特
別
徴
収
の
対
象
と

な
る
の
は
、
①
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
住
ん
で
い
て
、
②
前
年
中

に
給
与
の
支
払
い
を
受
け
、
か
つ

③
４
月
１
日
に
給
与
の
支
払
い
を

受
け
て
い
る
従
業
員
。
パ
ー
ト
、

ア
ル
バ
イ
ト
、
役
員
な
ど
も
含
み

ま
す
。
な
お
税
額
は
、
１
月
末
ま

で
に
事
業
主
が
市
に
提
出
す
る

「
給
与
支
払
報
告
書
」
を
基
に
算

出
し
ま
す
。

　
従
業
員
が
自
ら
個
人
市
・
県
民

税
を
納
入
（
普
通
徴
収
）
し
て
い

る
事
業
主
は
、年
度
途
中
で
も「
特

別
徴
収
へ
の
切
替
依
頼
書
」
を
市

に
提
出
す
れ
ば
特
別
徴
収
に
切
り

替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
自
分
で
個
人
市
・
県
民
税
を
納

入
し
て
い
る
従
業
員
の
皆
さ
ん

は
、
特
別
徴
収
へ
の
切
り
替
え
を

勤
務
先
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

事
業
主
は
特
別
徴
収

へ
の
切
り
替
え
を

【
貸
借
対
照
表
】

　25
年
度
末
の
資
産
が
７
３
５
８

億
円
、
そ
の
財
源
と
し
て
将
来
世

代
の
負
担
で
あ
る
負
債
が
１
９
８

８
億
円
、
過
去
・
現
世
代
の
負
担

で
あ
る
純
資
産
が
５
３
７
０
億
円

と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
行
政
コ
ス
ト
計
算
書
】

　１
年
間
に
要
し
た
資
産
形
成
に

結
び
つ
か
な
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

コ
ス
ト
は
、
経
常
行
政
コ
ス
ト
が
１

５
１
６
億
円
、
そ
れ
に
対
し
て
使

用
料
・
手
数
料
な
ど
受
益
者
負
担

の
経
常
収
益
が
45
億
円
、
差
し
引

き
の
純
経
常
行
政
コ
ス
ト
が
１
４

７
１
億
円
と
な
り
、
市
税
や
国
・

県
な
ど
の
補
助
金
で
賄
わ
れ
て
い

ま
す
。

【
純
資
産
変
動
計
算
書
】

　過
去
・
現
世
代
が
負
担
し
た
25

年
度
末
の
純
資
産
は
、
５
３
７
０

億
円
で
、
24
年
度
末
か
ら
10
億
円

増
加
し
て
い
ま
す
。

【
資
金
収
支
計
算
書
】

　１
年
間
の
資
金
の
増
減
に
つ
い

て
、
25
年
度
末
で
は
現
金
残
高
が

62
億
円
と
な
り
、
24
年
度
末
か
ら

８
億
円
増
加
し
て
い
ま
す
。

　財務書類からは、コスト削減や財源確
保に努め、将来世代へ過度な負担を残さ
ず資産形成したことが分かります。健全
化判断比率からは、市債償還を進め、将
来世代への負担が軽減されたことが分
かります。厳しい社会経済情勢の中、健
全な財政運営が維持できています。

!! データから分かることデータから分かること

平成25年度 の財政の健全性をチェック！の財政の健全性をチェック！
財務書類（普通会計）から健全化判断比率・資金不足比率から

※①から④のいずれかが早期健全化基準以上の場合、財政健全化計画の策定が必要。
⑤が経営健全化基準以上の場合、経営健全化計画の策定が必要

比率名
（用語説明）

一般会計などの実質赤字
額は収入のどれくらいか（ ）

①実質赤字比率

借金返済に充てた額は収
入のどれくらいか（ ）

③実質公債費比率

将来負担すべき負債は収
入のどれくらいか（ ）

④将来負担比率

企業会計の資金不足額は
事業規模のどれくらいか（ ）

⑤資金不足比率

平成25年度
（平成24年度） 数値の説明 早期健全化基準

（財政再生基準）

該当なし
（　〃　）

11.25％以上
（20％以上）

25％以上
（35％以上）

350％以上
（設定なし）

【経営健全化基準】
20％以上

決算は黒字

市の全会計の実質的な赤
字は収入のどれくらいか（ ）

②連結実質赤字比率 16.25％以上
（30％以上）決算は黒字該当なし

（　〃　）

7.8％
（8.3％）

市債残高減少に
よる償還額減に
より改善

退職手当負担見
込額などの減少
や、基金の取り
崩しを抑制した
ことなどにより
改善

９会計全てで
資金不足なし

60.9％
（67.9％）

該当なし
（　〃　）

　平成25年度の財務書類（普通会計）と健全
化判断比率・資金不足比率を公表します。

貸借対照表

資金収支計算書 行政コスト計算書

【資産の状況とその財源】
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   期末純資産残高  5,370億円

負債　1,988億円（27.02％）
　固定負債 1,815億円
　流動負債 173億円

【1年間の資金（現金）の流れ】 【1年間に要した行政サービスのコスト】

【1年間の純資産の動き】

期首歳計
現金残高
54億円

経常収益
45億円

期首
純資産残高
5,360億円

一般財源、
補助金等受入
1,477億円

臨時損益、
資産評価替等

4億円

使用料など
受益者負担

経常的収支 332億円
公共資産整備収支 △91億円
投資・財務的収支 △233億円

人にかかるコスト 240億円
物にかかるコスト 414億円
移転支出的なコスト 837億円
その他のコスト 25億円

現金増減額 ８億円 経常行政コスト 1,516億円

●1年間の増減→10億円増

※△はマイナス

期末歳計
現金残高
62億円

純経常
行政コスト
1,471億円

純経常
行政コスト
1,471億円

純資産変動計算書

純資産　5,370億円
（72.98％）

資産　7,358億円
　公共資産 6,528億円
　投資等 471億円
　流動資産 359億円

（うち 歳計現金 62億円 ）

　お
問
い
合
わ
せ
は
、
財

政
課
☎
948
６
３
２
６
・

　

934
１
８
０
３
へ

従
業
員

事
業
主

市
役
所

特
別
徴
収

市県民税・町県民税

市県民税・町県民税
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特
別
徴
収
完
全
実
施
に
向
け
て

本
市
で
は
平
成
27
年
度
、
従
業
員

数
10
人
以
上
の
事
業
所
を
「
強
化

対
象
事
業
所
」
に
指
定
し
、
特
別

徴
収
を
実
施
し
ま
す
。
た
だ
し
、

市
内
に
居
住
し
て
い
る
従
業
員
だ

け
で
な
く
、
県
内
他
市
町
に
居
住

し
て
い
る
従
業
員
が
い
る
事
業
所

（
重
複
事
業
所
）
で
、
県
内
他
市

町
で
特
別
徴
収
に
な
る
場
合
は
、

従
業
員
数
に
関
わ
ら
ず
、
強
化
対

象
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
ま

す
。

　
強
化
対
象
事
業
所
に
は
、
12
月

上
旬
に
実
施
予
告
通
知
を
送
付
し

ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
予
告
通
知

は
平
成
26
年
度
の
給
与
支
払
報
告

書
を
基
に
送
り
、
正
式
な
強
化
対

象
事
業
所
の
従
業
員
数
は
、
平
成

　
特
別
徴
収
で
き
な
い
従
業
員
が

い
る
場
合
、
平
成
27
年
度
か
ら
事

業
主
は
給
与
支
払
報
告
書
と
併
せ

て
、
普
通
徴
収
へ
の
切
替
申
請
書

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
普

通
徴
収
は
次
の
理
由
で
あ
れ
ば
認

め
ら
れ
ま
す
。

◆
普
通
徴
収
が
認
め
ら
れ
る
要
件

・
給
与
の
支
払
い
期
間
が
不
定
期

・
給
与
が
少
な
い
（
支
払
総
額
年

間
96
万
５
０
０
０
円
以
下
）

・
５
月
末
ま
で
に
退
職
（
予
定
も

含
む
）

・
他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
さ
れ

る
、
普
通
徴
収
と
し
て
取
り
扱
う

給
与
支
払
報
告
書
の
「
乙
欄
」
該

当
者

「⑴現行税額」＝平成27年３月31日以前に新規登録を受けた車
両。ただし平成28年度課税分から「⑶＝13年経過」に該当する
場合があります。
「⑵新税額」＝平成27年４月１日以降に新規登録を受けた車両
「⑶13年経過（重課）」＝新規登録から起算して13年を経過し
た車両。（平成28年度課税分から）ただし電気、天然ガス、メ
タノール、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関
の燃料として用いる電力併用軽自動車ならびに被けん引自動車
を除きます。

※新規登録＝初めて車両番号の指定を受けること（自動車検査証の「初度検査年月」が該当）

【四輪以上および三輪の軽自動車】 【原動機付自転車および二輪車など】

お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
民
税
課
☎
948
６
３
０
２
・

934
１
８
０
２
へ

車　　　種
税　　額（年）

平成26年度まで 平成27年度から

原動機付
自転車

排気量50cc以下（ミニカー
を除く）

1,000円 2,000円

排気量50cc超え90cc以下 1,200円 2,000円

排気量90cc超え125cc以下 1,600円 2,400円

ミニカー（排気量50cc以下） 2,500円 3,700円

軽二輪
排気量125cc超え250cc以
下（ボートトレーラー等の二
輪の被けん引車含む）

2,400円 3,600円

小型特殊
作業車

農耕作業用（コンバインや田
植機などで乗用装置のあるも
の）

1,600円 2,400円

その他（フォークリフト、ショ
ベルローダーなど）

4,700円 5,900円

小型自動
二輪

排気量250ccを超えるもの 4,000円 6,000円

車　　種（軽自動車）
税　　額（年）

⑴現行税額 ⑵新税額 ⑶13年経過

軽三輪（排気量660cc以下） 3,100円 3,900円 4,600円

軽四輪以上
（排気660cc

以下）

乗用
営業用 5,500円 6,900円 8,200円

自家用 7,200円 10,800円 12,900円

貨物用
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

自家用 4,000円 5,000円 6,000円

軽自動車税の税額が変わります

お問い合わせは、市民税課 ☎948−6290・  934−1802へ

　
地
方
税
法
の
改
正
を
受
け
、
市
税
賦
課
徴
収
条
例
を
改
正
し
ま
し
た
の
で
、
平
成
27

年
度
か
ら
軽
自
動
車
税
の
税
額
が
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
四
輪
以
上
お
よ
び
三
輪
の
軽
自

動
車
は
平
成
27
年
４
月
１
日
以
降
に
新
規
登
録
を
受
け
る
新
車
の
税
額
と
、
グ
リ
ー
ン

化
推
進
の
た
め
新
規
検
査
か
ら
13
年
を
経
過
し
た
車
両
の
税
額
が
変
わ
り
ま
す
。

特
別
徴
収

完
全
実
施
の
た
め
、

皆
さ
ん
の
ご
協
力
が

必
要
で
す

強
化
対
象
事
業
所
を
指
定
し
、

段
階
的
に
特
別
徴
収
を
実
施

平成27年度
から

27
年
度
の
給
与
支
払
報
告
書
を
基

に
判
断
し
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
特

別
徴
収
の
対
象
と
な
っ
た
事
業
所

へ
は
平
成
27
年
５
月
中
旬
に
「
特

別
徴
収
の
税
額
決
定
通
知
書
」
を

送
付
し
ま
す
。
よ
っ
て
、
実
施
予

告
通
知
な
し
に
特
別
徴
収
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
平
成
27
年
度
以
降
の
従
業

員
数
に
よ
る
強
化
対
象
事
務
所
は

左
記
の
と
お
り
で
す
。

【強化対象事業所】
平成27年度…従業員数10人以上の事業所
平成28年度…従業員数５人以上の事業所
平成29年度…従業員数３人以上の事業所
平成30年度～…従業員数２人以下、未実施の事業所
※従業員数は、市に提出した給与支払報告書の報告人
員から退職者（予定も含む）および「乙欄」該当者を
除いた人数

市
役
所
へ
の

手
続
き
は
会
社
に

お
任
せ
を

分
か
ら
な
い

こ
と
は
会
社
や

市
役
所
に
聞
こ
う

特別徴収Ｑ＆Ａ
Ｑ．特 別 徴 収 は 必 要 で す

か？従業員から普通徴
収にしてと言われますが…

Ａ．地方税法で特別徴収が
義務付けられています

ので、従業員個々の希望で普通
徴収を選択することはできませ
ん。

Ｑ．特 別 徴 収 の メ リ ッ ト
は？

Ａ．普通徴収は納付回数が
年４回であるのに対し、

特別徴収は年12回で、１回当た
りの納付額が少なくて済みま
す。また、事業主は所得税のよ
うに税額を計算する必要があり
ません。

Ｑ．特別徴収に切り替える
場合、従業員が事業主

や市に手続きする必要がありま
すか？

Ａ．従業員の皆さんが直接
手続きを行う必要はあ

りません。手続きは事業主と市
が行います。

Ｑ．会社の給与以外に副業
収入があり、会社に知

られたくないので特別徴収はし
たくないのですが？

Ａ．従業員の希望で普通徴
収を選択することはで

きませんが、給与所得以外の所
得に係る個人市・県民税は、申
告時に希望すると普通徴収で納
付することができます。 

Ｑ．２カ所以上の事業所に
勤務している場合は、

どこから特別徴収されるのです
か？

Ａ．原則、前年の給与収入
額が最も大きい事業所

から特別徴収されますが、給与
支払報告書の内容や前年度の状
況などを確認した上で、市がど
の事業所から特別徴収するかを
決定します。

【以下の日に新規登録を受けた車両】
・平成27年３月31日まで＝⑴現行税額
・平成27年４月１日＝⑵新税額
・平成27年４月２日以降＝平成27年度の軽自動車税は課税
されず、平成28年度課税分から⑵新税額に

特
別
徴
収
で
き
な
い

場
合
は
普
通
徴
収
へ

の
切
り
替
え
を

市県民税・町県民税


